
〔第２回〕 
世⽥⾕区⽴瀬⽥⼩学校改築基本構想検討委員会 

会議次第 
 

令和元年 11 ⽉ 29 ⽇(⾦)17：15〜  
会場 瀬⽥⼩学校 視聴覚室 

 
【議題】 
 
１． 第 1 回検討委員会議事録の確認 

［資料１］ 第 1 回検討委員会議事録 
 
 
２． 基本⽅針(素案)について 

［資料２］ 基本⽅針（素案） 
 

３． 配置計画案の提⽰ 
［資料３］ 計画の前提条件 
［資料４］ 配置計画案⽐較表 
［資料５］ 各案ゾーニング図 

 
４． 改築だよりについて 

［資料６］ 改築だより第⼀号 
［資料７］ 改築だより第⼆号(案)、アンケート(案) 

 
５． その他 

次回検討委員会⽇程 



議事録（その 1） 
 

〔第１回〕世田谷区立瀬田小学校改築基本構想検討委員会 

打合せ日時 2019年 10月 31 日（木）17：15～18：45  

打合せ場所 瀬田小学校 特別教室棟 １階 多目的室 

  出  席  者 

委員（学校、学校推薦）：吉岡、野村、酒井、小林、長﨑、大塚、白鳥 

 （区職員）：岩元、佐々木、淺野、池田、皆川、谷亀、鳥居、秋元     【15 名】 

事務局  ： 世田谷区教育委員会事務局教育環境課  青木、千田、池田 【3 名】 

支援事業者： 株式会社アール・アイ・エー      小園、岡、市川  【3 名】  

  

関係部署 ： 世田谷区施設営繕担当部施設営繕第一課 高源       【1 名】 

打合せ内容 

〔第１回〕世田谷区立瀬田小学校改築基本構想検討委員会 

提出資料： 会議次第 

［資料 1］ 世田谷区立学校改築基本構想検討委員会設置要綱 

［資料 2］ 世田谷区立瀬田小学校改築基本構想検討委員会 委員名簿 

［資料 3］ 世田谷区立瀬田小学校改築基本構想検討委員会スケジュール(案) 

［資料 6］ 世田谷区立瀬田小学校改築整備方針について 

［資料 4］ 世田谷区公共施設等総合管理計画（一部抜粋）  

［資料 5］ 標準設計仕様書 

 

会議内容                                          ※以下敬称略 

・開会挨拶  （淺野委員） 

・目的    ［資料 1］に基づき説明。（事務局） 

・委員紹介  ［資料 2］に基づき説明。（事務局） 

・委員長互選 白鳥校長より淺野委員を委員長に推薦。一同了承により、委員長は淺野委員に決定。 

      委員長より、委員長代理に岩元委員を指名。 

 

１．会議の進め方とスケジュールについて 

・月に１度の頻度で全５回の検討委員会スケジュールを予定。（事務局） 

・年度内に基本構想をまとめ、決定した案については令和２年４月以降に住民説明会を行う予定。(事務局) 

２．基本構想策定にあたっての前提条件について 

 ・［資料 6］世田谷区立瀬田小学校改築整備方針に基づき、昭和 42年～49年竣工：校舎棟、昭和 39年竣工：体育館 

棟は改築、昭和 51 年竣工：特別教室棟は改修とした棟別改築を整備方針としている。（事務局） 

・竣工年により改築と改修を分けることは理解できるが、特別教室棟を改修し現位置に残すことが全体ゾーニング 

 を考えた際により良い計画案になるのか、全体のコストダウンになるのかは検討すべき。(委員) 

・棟別改築とした場合、工事を分けることで余計なコストがかかるのではないか。特別教室棟を避難施設として 

利用した際、トイレが利用しにくいこと、段差があること、雨の吹き込みがあること、などから特別教室棟の 

不便さを実感した。特別教室棟を壊し全改築とした場合と、棟別改築とした場合のコスト比較を行い、棟別改築 

前提ではない検討を行いたい。 (委員) 
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議事録（その 2） 

打合せ内容 
→・棟別改築は、短期的視点でみると、総事業費の低減になると考えている。長期的視点でみると改築の時期が 

ずれるだけで、改築の間隔は変わらないため、全改築と棟別改築でコストに大きな差異はないと考える。 

区は財政的な面から、短期的視点でみた棟別改築を方針としているが、特別教室棟は躯体部分の利用とし、 

段差の解消等、新築校舎棟と比べて遜色のない計画案としていきたい。（事務局） 

・特別教室棟を壊して新築の校舎棟のみでまかなうことはできないのか。(委員) 

→・今後の児童数増加を考えると、新校舎のみで必要な規模を確保することは難しい。（事務局） 

・校庭はどの程度確保できるのか。トラック周りの子供たちの居場所を踏まえたうえで設計してほしい。（委員） 

・次回ゾーニング案では、現状と比較した校庭の広さが分かるものを複数案提示してほしい。（委員） 

・建替工事中は新しい仮設校舎になるとは言え、校舎工事期間の児童の安全性や快適性を考えると負担が大きく 

なるのではないか。（委員） 

→・体育館を残して仮設利用する計画とし、周辺学校の利用を考えた計画とする予定。運営については校長先生 

とも相談し順次決める。（事務局） 

・改築整備方針について基本的に覆すことはできないが、納得いただいた上で事業を進めるために、次回、 

仮設建築等を踏まえ全改築と棟別改築のコスト比較や、配置ゾーニング案（複数案）を提示する。（委員長） 

・グランドの暑さ対策は考えているか。（委員） 

→・区では、近年の猛暑から全小学校の体育館に空調を順次導入しており、本改築体育館にも導入する予定である。

校庭の暑さ対策については設計の中で検討していく必要がある。（委員） 

３．基本方針について 

・改築構想案における基本方針（たたき台）についてご意見頂きたい。(委員長) 

→・子供たちにも分かりやすくイメージのしやすいものにしたい。(委員) 

・瀬田小学校は地域の祭りやイベントで頻繁に利用されており、中学校と比較しても小学校が瀬田のまちの 

中心的な存在という意識がある。保護者だけでなく地域住民の視点も追記したい。（委員） 

・敷地内に必ず残すべき記念品等はあるか。(委員) 

→・シンボルツリーなどのような必ず残すべき樹木は特にないと思う。(委員) 

・区の考えでは残すことのできる場所の樹木は保全が基本ではあるが、現状、必ず残す樹木がないのであれば、

既存樹木の保全という文言は消しておいた方が良い。(委員) 

  ・敷地内に、水琴窟があり全国的にも珍しく貴重なものである。(委員) 

  ・敷地内に場所は不明だが、タイムカプセルが埋まっていると考えられる。(委員) 

・セキュリティについては「地域利用に配慮した開かれた学校」と、「児童を守る防犯性の高い学校」のふたつの 

観点から、学校と地域で話し合い、方針を決める必要がある。（委員） 

４．ゾーニング・配置計画について 

・次回以降計画案を提示するが、地域開放や災害時利用など、地域住民からの視点でご意見があれば頂きたい。 

（事務局） 

→・防災倉庫を、避難所となる室に近接させ、建物内部からのアクセスができるようにしてほしい。（委員） 

５．その他 

 ・配布したプロポーザル提案書については、業者選定のため作成した一般非公開の情報であり、また、実際の調査

を行う前の段階のものであるため、取り扱い注意としてほしい。(委員) 

 ・改築だより配布範囲はどの範囲か。（委員） 

  →・小学校から約 30mの範囲としている。（事務局） 

   ・町会や商店会にも配布したほうが良いと考える。（委員） 

 

次回打合せ日程 

11月 29日（金）17：15～18：45 瀬田小学校 多目的室  



［資料２］ 

基本方針（素案） 

１．まちとつながる、みどり豊かな学校 

・学校職員、地域保護者が連携しやすく、信頼のもと支え合って児童を育てていくことができるよう、

まちに開かれた学校を整備します。 

・瀬田のまちの中心として、地域の行事等にも配慮した、地域コミュニティの核となる学校を整備しま

す。 

・道路に面する緑地の確保等により瀬田の趣きを継承してみどりを豊かに育み、適切な校舎配置により

周辺と調和した景観を整備します。 

 

２．快適に学習や活動ができる学校 

・多様な学習形態に対応した、快適で機能的な学習空間を整備します。 

・校庭は出来るだけ広く確保するとともに整形とし、活発な屋外活動ができる空間を整備します。 

 

３．誰もが安全・安心に利用できる学校 

・大人の見守りが児童に行き届く校舎配置や安全な登下校門等、児童を守る防犯性が高く安心して学ぶ

ことができる学校を整備します。 

・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、誰もが使いやすく安全に利用できる学校とします。 

・災害時は避難拠点として、地域住民の拠りどころとなる施設を整備します。 

 

４．環境にやさしい学校 

・自然採光、自然通風を採り入れた、快適で環境に優しい学習環境を整備します。 

・環境負荷低減と省エネ化によるライフサイクルコストの低減を図ります。 

・省エネ技術を環境教育の教材として活かし、「見える化」を図った施設を計画します。 

 

５．維持管理しやすく長寿命な学校 

・シンプルでコンパクトな建物形状により、分かりやすい動線計画やゾーニングを行い、地域利用と学

校運営の両立を図りながら、維持管理しやすい効率的な配置を計画します。 

・建替工事における児童と職員の負担を、極力軽減した施設を計画します。 

・児童数の増減に柔軟に対応できるよう、将来を見据えた施設を計画します。 

 

 

 
 

※    下線部は前回からの変更箇所を示す。 
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■配置計画案⽐較表 2019.11.29

A案 B案 C案 D案 E案
校舎北側配置（体育館北⻄側２F） 校舎北側配置（体育館北⻄側１F） 校舎北側配置（体育館北中央２F） 校舎L型配置（体育館南⻄側１F） 校舎南側配置（体育館南⻄側１F）

1 校庭の広さ・形状
敷地南側に整形な校庭を確保
現状より広い
（校庭⾯積：約3600㎡）

敷地南側に整形な校庭を確保
現状より広い
（校庭⾯積：約3600㎡）

敷地南側に整形な校庭を確保
現状より広い
（校庭⾯積：約3600㎡）

敷地東側に整形な校庭を確保
現状より狭い
（校庭⾯積：約2950㎡）

敷地北側、不整形な形状となる
現状より広い
（校庭⾯積：約3500㎡）

2 校庭への⽇当たり 南向きで⽇当たりがよい 南向きで⽇当たりがよい 南向きで⽇当たりがよい 東及び南向きで⽇当たりがよい
校舎の影となり⽇当たりが悪い
全天候型舗装の採⽤を検討する必要が
ある

3 教育のための環境づくり
校舎部分にまとまりがあり、充実した
学習環境を整備できる

校舎部分にまとまりがあり、充実した
学習環境を整備できる

体育館が中⼼にあることで、校舎計画
に制限がある

動線が⻑くなるが、現状に近い⽚廊下
型の教室配置となる

校舎部分にまとまりがあり、充実した
学習環境を整備できる

4 体育館の配置
２階に設置するため、アクセスに配慮
する必要がある

１階に設置のため、外部からのアクセ
スがしやすい

２階に設置するため、アクセスに配慮
する必要がある

１階に設置のため、外部からのアクセ
スがしやすい

１階に設置のため、外部からのアクセ
スがしやすい

5 地域開放の容易さ
⻄側道路に⾯して地域開放諸室を集約
できる

⻄側道路に⾯して地域開放諸室を集約
するが、⼀部校舎部分に分散する

体育館が敷地中央にあり、地域開放諸
室が⼀部分散する

⻄側道路に⾯して地域開放諸室を集約
できる

⻄側道路に⾯して地域開放諸室を集約
できる

6 近隣への影響 体育館が⻄側隣地に近くなる 体育館が⻄側隣地に近くなる 体育館が北側道路側に⾯する 体育館が⻄側隣地に近くなる
体育館が⻄側隣地に近くなる
校庭が現状から⼤きく変わるため近隣
との調整が必要

7 ⼯事中の仮設校舎対応
仮設校舎、仮設校庭が南側にまとまっ
て確保できる

仮設校舎、仮設校庭が南側にまとまっ
て確保できる

仮設校舎、仮設校庭が南側にまとまっ
て確保できる

仮設⽤敷地が狭く、仮設校庭が確保で
きない、もしくは、⼯事が⼆期に分か
れ⼯期が⻑くなる

仮設校舎が不要となる

8 建設コストの縮減 外壁⾯積の少ないシンプルな建物形状
外壁⾯積の少ないシンプルな建物形状
体育館の上部にプール設置により、躯
体コスト増

外壁⾯積の少ないシンプルな建物形状
外壁⾯積が多い細⻑い建物形状
体育館の上部にプール設置により、躯
体コスト増

外壁⾯積の少ないシンプルな建物形状
体育館の上部にプール設置により、躯
体コスト増

9 将来における建替等への対応
特別教室棟の建替や減築等の様々な状
況に対応可能

特別教室棟の建替や減築等の様々な状
況に対応可能

特別教室棟の建替や減築等の様々な状
況に対応可能

特別教室棟の減築の対応が難しい
特別教室棟の建替や減築等の様々な状
況に対応可能

現状校舎配置

校庭⾯積：約3350㎡

配置概要図
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-第二回改築基本構想検討委員会-　19/11/29　 SCALE　1/1000配置平面図世田谷区立瀬田小学校改築基本構想案作成支援業務委託
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［参考資料］ 

 

瀬田小学校改築における全面改築と一部改築のコスト比較について 

 

 

校舎棟・体育館棟を「Ａ」、特別教室棟（新校舎棟）を「Ｂ」として表記 

改築手法 概算改築・改修工事費 工事費計 

①全面改築とした場合 

 

 

改築工事費（Ａ＋Ｂ） 

約３４．４億円 

解体工事費（Ａ＋Ｂ） 

約 ３．０億円 

仮設工事費 

 約 ４．２億円 

 

約４１．６億円 

②一部改築 

（整備方針） 

 

改築工事費（Ａ） 

 約３０．７億円 

解体工事費（Ａ） 

 約 ２．４億円 

仮設工事費 

 約 ３．４億円 

大規模改修工事費（Ｂ） 

約 １．８億円 

 

 

 

約３８．３億円 

一部改築の採用による

コスト縮減額（①－②） 

 ▲約 ３．３億円 

＊大規模改修工事：外部・内部改修、電気・設備改修等 

＊校庭整備費、設計費、維持管理費は、費用が大きく変わらないため計上して

いない。 

 

 



世⽥⾕区公共施設等総合管理計画 

（平成29年度〜平成38年度） 

平成２９年３⽉ 

世 田 谷 区 
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１４．学校教育施設 

１４－１ 学校教育施設の概要 

（１）小学校、中学校 

（２）幼稚園 

（３）河口湖林間学園 

 

 設置目的 施設数（借上げ含む） 延床面積 

小学校 

中学校 

「学校教育法」に基づき、小学

校は心身の発達に応じて、義務 

教育として行われる普通教育のう

ち基礎的なものを施すことを目的

に、中学校は小学校における教育

の基礎の上に、心身の発達に応じ

て、義務教育として行われる普通

教育を施すことを目的に設置して

いる。 

小学校  64  

中学校  30 
(改築期間中の仮校舎

2施設を含む) 

 

704,615㎡ 

幼稚園 「学校教育法」に基づき、義務

教育及びその後の教育の基礎を培

うものとして、幼児を保育し、幼

児の健やかな成長のために適当な

環境において、その心身の発達を

助長することを目的に設置してい

る。 

  9 

（幼稚園型認定こど

も園1施設を含む） 

6,567㎡ 

河口湖林間学園 中学校の移動教室、部活動の合

宿場所として、自然体験や集団宿

泊生活を通して豊かな人間性を培

うための教育施設として、設置し

ている。 

  1 5,258㎡ 

 

 

 

 

  

《これまでの施設整備状況》 
昭和 31年度以降、木造校舎の鉄筋コンクリート化や戦後のベビーブームによる児童・生徒数の急

増に対応するための整備を行い、小学校63校、中学校29校（平成28年7月現在）を配置している。 

学校施設の整備に関しては、学習指導要領の改訂による新しい教育システムの導入に伴い、調べ学

習で活用するための多目的教室や、習熟度別学習を行うための少人数教室、オープンスペース等を設

けて学習指導の質の向上を図るなど、様々な進展があった。特別支援教育の本格実施にも対応し、特

別支援学級の計画的な整備を図るなど、配慮の必要な児童・生徒に対する教育環境整備に努めてきた。 

また、世田谷区では、全国に先駆けて、放課後の児童の居場所として、BOP（Base Of Playing）を

すべての小学校に導入し、学童クラブを一体化し新BOPとして放課後の児童の活動場所を提供してき

た。 

平成 6年度からは、中町小学校、玉川中学校をスタートに改築を進めてきた。その後、「新たな学

校施設整備基本方針」（平成18年3月策定）を踏まえ、平成18年度から毎年2校の改築を進めるこ

ととしたが、平成18年度から平成21年度は、校舎の耐震化への対応を優先しており、厳しい財政状

況を考慮して、改築校の選定を見送った年度もあった。また、「適正規模化・適正配置に関する具体

的な方策」に基づく大規模校対応としての校舎の増築や、小規模校対応として学校統合にあわせて統

合新校を改築校に選定し、整備を行った。耐震化対応を含めて改築を進めてきたが、これらの学校を

優先して改築校に選定してきたため、その他の校舎の老朽化が進んでいる状況となっている。 

区立幼稚園は、昭和30年代から50年代にかけて乳幼児人口が急増したことから、私立幼稚園の量

的補完を図る目的で、昭和41年に区立塚戸幼稚園を開園したのち、昭和54年の下馬幼稚園まで、13

の区立幼稚園を整備してきた。しかし、その後、幼児人口が減少に転じ、区立幼稚園の目的を概ね達

成したことから、４園を不登校対策のための「ほっとスクール」や私立認可保育園、私立認定こども

園へ、順次、用途転換を進め、現在９園となっている。 
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１４－２ 個別方針 

課題 ・学校は、児童・生徒数の増加に合せて校舎等を増築してきた経緯もあ

り、校舎棟によって築年数が相違しているケースがある。現在の校舎

棟は、昭和30～40年代に建築されたものが59校あり、平成35年度よ

り順次、耐用年数である築65年を迎える。全ての学校において耐用年

数前に改築を行うには、現在までの年１～２校の改築では対応できず、

一方、年３校の改築では財政的に大きな負担となる。 

・学校施設等はこれまで事後保全による修繕・改修を行っているため、

建物や設備の維持管理が適切な状態でない施設も多い。 

・情報化の進展や環境負荷の低減などの社会的要請や、災害対策機能、

地域コミュニティの拠点機能、さらには区長部局の公共施設との複合

化による、高機能化、多機能化が求められている。 

・区立幼稚園は、女性の社会進出や就労形態の多様化、乳幼児人口の増

加など社会状況の変化等を踏まえ、幼保連携型認定こども園へ用途転

換を図る必要がある。 

・学校給食は、子どもたちが日常的な生活習慣を身につける機会であり、

食育の観点からも重要性が高まっている。他方、年々増加する食物ア

レルギーを有する児童・生徒へのきめ細やかな対応とともに性能水準

の高い給食施設・設備が求められている。 
・現在、中学校10校で給食調理施設が整備されていない（太子堂調理場

または他の中学校から給食を搬送）。そのうち太子堂調理場搬送７校に

ついては、調理場施設の耐用年数を踏まえた自校調理化等の計画を定

める必要がある。 

・河口湖林間学園は、施設及び移動教室事業のあり方について、今後検

討する必要がある。 
適正配置・適正規模

の考え方 
【学校】 
・児童・生徒数の将来推計をもとに、今後10年程度の将来の必要普通教

室数を見込む。文部科学省では、小中学校とも「12～18学級」が標準

的な学校の規模としている。そこで、将来の必要普通教室数の見込み

が「12～18学級」となる場合を「適正規模」とし、この必要教室数が

現在の学校の教室数に収まれば、現施設をそのまま使用し、建替の時

期を迎えたときには他施設の複合化を含めた改築を検討する。この際、

余裕教室等の余剰スペースがある場合には、学級数に応じて施設規模

を縮小する「減築」を含めた検討を行う。 

・「適正規模」であっても、現在の学校の教室数に収まらない場合には、

特別教室等の普通教室への転用、指定校変更の制限の実施、通学区域

の見直し、増築または改築による対応を検討する。 

・将来の必要普通教室数の見込みが少ない場合、すなわち小学校では「１

１学級以下」の場合は「過小規模」とし、学校の統廃合や通学区域の

見直しを検討する。中学校については、「過小規模」の定義を「５学級

以下」とする。 

・将来の必要普通教室数の見込みが多い場合、文部科学省の基準に則し

て、「25～30学級」を「大規模」、「31学級以上」を「過大規模」とす

る。「大規模」の場合には、「適正規模」の場合と同じく、現在の学校

の教室数に収まるかどうかを見たうえで、特別教室等の普通教室への

転用、指定校変更の制限の実施、通学区域の見直し、増築または改築

による対応を検討する。 

・平成28年度は小学校10校・中学校２校が「過小規模」に該当し、小

学校７校が「大規模」に該当する。 
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【幼稚園】 
・「区立幼稚園用途転換等計画」に基づき、区立幼稚園を幼保連携型認定

こども園へ用途転換する。現在９園の区立幼稚園のうち、５園を区立

認定こども園、４園を私立認定こども園とする。 
施設整備の考え方

（更新時の方針等） 
①増改築、長寿命化、保全改修の基本的な考え方 

・躯体の老朽化対策として、これまで年２校全面改築してきた方針を転

換し、校舎棟を棟別に分け、耐用年数である築65年を目安として順次

改築を行う「棟別改築」を基本とし、経費負担の平準化を図る。 

・改築経費の縮減と平準化を図るため、校舎等長寿命化改修を行い、可

能なものについては築65年より更に30年程度使用する。深沢中学校

でのモデル実施の検証も含め、今後、調査・研究に取り組みつつ、よ

り効率的かつ効果的な学校施設整備に取り組む。 
・今後の児童・生徒数の増減予測を踏まえ、ＲＣ造と鉄骨造（重量、軽

量）を併用する、敷地に増築予定地を確保しておくなど、児童・生徒

数の増減に対応して、他の公共施設への転用や、教室の増加が可能と

なるよう、柔軟性のある施設整備を行うことを検討する。 

・建築時の計画学級数については、今後のクラス推計の最大クラス数を

基準とする。少人数学習や将来のクラス増に対応するワークスペース

は、普通教室のあるフロアに１室整備する。（ただし、近隣の学校の児

童・生徒数の推計や他の推計などとも検証し、急激なクラス増や、減

少が見込まれる場合はこの限りでない。） 

・仮設建築を抑制するため、学校の跡地を活用した仮設校舎の抑制手法

に加え、学校敷地内においても、新築する校舎棟を敷地状況に合わせ

て弾力的に配置するなど、敷地を最大限活用して設計を工夫する。 

・他の公共施設との合築による「複合化」を進めるとともに、施設の一

部転用、既存施設を多用途の公共空間として共有化を図ることや、空

き時間を別の機能として有効に活用する「多機能化」を徹底する。こ

れらを踏まえ、既に有しているスポーツ、集会、文化施設の機能をさ

らに強化し、区長部局と連携して周辺の施設機能の集約を目指す。 

・児童・生徒数が増減した場合には、築年数に関わらず、規模の適正化

を図る。特別教室等の普通教室への転用、指定校変更の制限の実施、

通学区域の見直しを検討した上で、必要に応じて増築または改築によ

る対応を検討する。 
・概ね15年ごとに予防保全を行うことにより、既存校舎・設備を適切に

維持・保全し、改築までの期間を延伸できるように取り組む。（平成

26年１月に文部科学省が公表した「学校の長寿命化改修の手引き」に

おいても、「予防保全型」の計画的な整備の重要性が示されており、こ

れを踏まえた取組みを行う。） 

・事後保全による修繕・改修を基本としてきた学校施設等については、

事後保全により安全性等を確保しながら予防保全に切り替えていく。 

・給食施設は、児童・生徒数の増加に適切に対応するため、給食設備の

増設のほか、施設の改修・増築など調理食数に応じた整備を図る。 
・区立幼稚園の用途転換は、区立認定こども園へ移行する場合は他公共

施設との複合化を基本とする。 
 

②多様な教育活動の展開に対応するための施設の整備 

・「世田谷９年教育」をはじめとして、各小・中学校では、地域の教育資

源を活用した特色ある教育活動を積極的に展開している。習熟度別学

習などの少人数指導の導入も進み、これらの指導体制を充実するため

の講師の配置など、ソフト面の拡充を図っている。こうした特色ある

教育活動を可能にする施設の整備を進める。 
 

m-watanabe
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・配慮を要する児童・生徒に対する教育環境の整備は、国や東京都のさ

まざまな取り組みも踏まえながら、特別支援学級に入級する児童・生

徒の状況や障害の種別、学級形態、地域的なバランス、既設の学級規

模などに配慮した特別支援学級の整備など、引き続き検討する。 
・改築（リノベーションによる長寿命化改修を含む）の際は、それらの

施設・設備を整備し、また、他の用途で使用している教室を転用する

など、必要に応じて適宜対応する。 

・河口湖林間学園は、築50年を経過しているため、老朽化の状況を踏ま

え、適切な維持・運営ができるよう、必要な改修を進める。 

 
③衛生的で安全に配慮した給食施設の整備 

・学校の増改築や大規模改修の機会を捉え、給食関係法令等に基づき、

衛生的で安全に配慮した給食施設を整備する。また、アレルギー対応

や老朽化など学校の状況に応じて必要な施設整備を図る。 
 
④地域コミュニティの核としての役割を担う施設の整備 

・平成25年度から区内全ての区立小・中学校が地域運営学校に指定され、

学校運営への地域住民の参画が進んでいる。児童・生徒の健全育成、

地域防災・防犯、教育活動の充実の観点から、学校と地域の様々な団

体が連携協力した事業が行われており、あいさつ運動や学校と地域と

の共催イベント、避難所運営訓練など、様々な取組みが見られる。学

校を、地域に開かれ信頼される施設としていくため、会議室や運動場

の地域利用など柔軟な対応ができる施設、設備を整備する。 
 
⑤子どもや地域の高齢者など誰もが安全な施設の整備 

・障害のある子どもなど配慮を要する子どもや、地域の高齢者や障害者

が学校を利用する際は（災害時の避難所としての利用も含む）、より安

全に利用できることが求められるため、改築時は、ユニバーサルデザ

インに適合した整備を行う。また、大規模改修時や必要に応じた個別

の対応時も、誰もが安全に利用できる施設、設備を整備に努める。 
 
⑥避難所機能の確保と災害発生時への備え 

・大規模な災害時には、避難所となる学校施設に多くの人が避難してく

ることが想定されるため、各学校を単位として避難所運営組織を設置

し、防災訓練や避難所運営訓練を実施している。改築時は、標準施設

の1.25倍の耐震性能を確保するとともに、避難所運営用の防災倉庫の

整備のほか、すべての小・中学校にマンホールトイレを設置する。ま

た、太陽光発電については、自立運転可能型の整備を進める。 

 
⑦再生可能エネルギーの活用や高効率設備導入等による環境負荷低減 

・改築時は、高効率設備の導入や太陽光発電設備の設置など再生可能エ

ネルギーを活用するほか、雨水利用や熱源負荷の低減など、様々な技

術等を採用して環境負荷の低減への取組みを進める。 
 
⑧校庭の芝生化や屋上緑化など学校緑化への取り組み 

・「世田谷みどり３３」という目標を掲げ、「世田谷区みどりとみずの基

本計画」に基づいて、施設整備の際の緑被率の基準を設けるなど、み

どりを増やす取り組みを進めている。 
・校庭芝生化、屋上緑化、みどりのカーテンなどの緑化を進め、みどり

率の向上に努める。 
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計画期間の取組み ①学校施設等の整備 

・若林小学校を改築し、拠点保育園と複合化する。 
・代沢小学校を改築し、代沢まちづくりセンター、社会福祉協議会、代

沢あんしんすこやかセンターと複合化する。 
・船橋小学校の大規模化に対応するため、諸室の普通教室への転換に加

え、校舎棟の増築を行う。 
・砧小学校を改築し、砧幼稚園（認定こども園に用途転換）と複合化す

る。 
・弦巻中学校を改築し、松丘幼稚園（認定こども園に用途転換し移転）

と複合化する。 
・建物整備・保全計画を基に次期改築校を選定し、整備する。 
 
②幼稚園の用途転換 

・砧幼稚園を区立認定こども園に用途転換する。 
・塚戸幼稚園を私立認定こども園に用途転換する。 
・松丘幼稚園を区立認定こども園に用途転換する。 
・「区立幼稚園用途転換等計画」に基づき、用途転換に取り組む。なお、

私立認定こども園へ移行する場合は、移行期間において閉園を伴うこ

とから、幼稚園の充足率や保育需要の状況等を踏まえながら、移行年

度を決める。 
 
③児童・生徒数の変化への対応 

・「適正規模・適正配置」の考え方に照らし、児童数、生徒数の増減を踏

まえた対応を順次行う。 

 
④他施設との複合化推進 

・上記改築校等のほか、松原小学校体育館と松原まちづくりセンター、

松原あんしんすこやかセンター等との複合化を推進する。 
・その後の改築等予定校についても、周辺公共施設との複合化を進める。 
 
⑤その他 

・太子堂調理場搬送７校について、改築や大規模改修の機会などを捉え

た自校調理化の計画を検討する。併せて、全校自校調理化に向け、他

校から搬送の３校についても検討する。 

・河口湖林間学園の施設及び移動教室事業のあり方について検討する。 
 
１４－３ 経費推計 

1期（10年）ごとの更新（長寿命化、統廃合）及び改修の経費推計 

 第１期 

（H29～H38） 

第２期 

（H39～H48） 

第３期 

（H49～H58） 

期間合計 

学校教育施設 681.7億円 1,587.9億円 1238.3億円 
3507.9億円 

(116.9億円/年) 

（１）小学校、中学校 

現在面積：704,615㎡ 
714,056㎡ 767,430㎡ 799,239㎡ 111.9％ 

（２）幼稚園 

現在面積： 6,567㎡ 
6,567㎡ 7,131㎡ 8,274㎡ 125.9％ 

（３）河口湖林間学園 

現在面積： 5,258㎡ 
5,258㎡ 6,034㎡ 6,034㎡ 114.8％ 

  


